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ドイツにおける弁護人依頼権の侵害 と

証拠利用禁止に関する判例(2)
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(5)連 邦通常裁判所2001年11月22日 判 決(BGHSt47,172)

事実の概要:地 方裁判所 は,被 告人 を,他 の事件 での 自由刑 と併せて殺 人につ き

8年 の 自由刑 を言 い渡 した。 これに対 し,被 告 人は,形 式法及 び実体法違反 を理 由

として上告 した。上告 は理 由が ない とされた。

地方裁判所 の認定 に よれば被告人 と共 同被 告人Lは,1993年6月 にピザハ ウス

の経営者BをLの 命令 によ り被告 人が用意 した拳銃 で射殺 した。 これ を実行す る

ために,彼 らは,一 緒 に ドライブ しようといってBを 誘 い 出 した。犯 罪 は,森 の

中の道路端 で休息 中に実行 された。被告 人に よる最初の発砲 は,被 害者 の手 に当た

っただけであった。それか ら,Lは,被 告人 の手か ら拳銃 を取 り上 げ,Bの 背 中に

至近距 離か ら発砲 した。 その後,両 者 は,被 害者 を森の中 に引 き込み,Lは,拳 銃

を目と目の問に当て致命傷 を与 えた。

Lは,Bの 賃借 人 と してピザハ ウス を引 き継 こう とし,9万7千 マル クの補償金

の支払 い義務 を負 ったが,お 金 を工面する ことがで きなかった。そのため,Bを 殺

害 し,そ してBに お金 を支払 った ことを証 明す る書面 を用意 す る必 要が あ った。

彼 は,犯 罪 の協力 に対す る謝礼 と して2万 マ ルク及 びB所 有のBMWの カブ リオ

の提供 を約束 した。

地方裁判所 は,Lと 被告人 を謀殺 の共犯 で有罪 とし,謀 殺の メルクマールの存 在

を認 めた。行為時点での被告人 の責任能力が人格障害 と薬物 の利用 によ り著 しく減

退 していたということは排 除 し得 なかった。地方裁判所 は,立 証 において特 に殺 意

に関 して捜査手続での被告 人の自白に依拠 した。

判決理 由:1.上 告 は,二 つの手続非難 を理 由 とす る。1点 目は,被 告 人は,自

白をす る前 に弁護人の依頼権 について教示 されなかった とい う点で ある。2点 目は,

少 な くとも犯罪 の再現 に協力す る前 に被告 人に弁 護人が付 け られ なければな らなか

ったとい う点である。

非 難 は,次 の手続上 の経過 を基礎 とす る。 即 ち,Bの 遺体が発 見 され,そ して

1994年1月 に身元 が確認 された後,被 告 人には,疑 いがかけ られ,1994年2月21

日と22日 に具体 的な教示後 に警察官 によ り被疑者 として取 り調べ られた。 しか し,
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1994年11月 に彼 に対す る捜査手続 は,嫌 疑が十分 でない ことを理由 に刑訴法170

条2項 に よ り打 ち切 られた。5年 以上経過 して1999年 の秋 に被告 人 は,自 ら警 察

に連絡 し,そ して 自白 した。 それ以前 の1995年 に被告人 は,交 通犯罪 で有 罪 とな

った。1997年 には,薬 物犯罪 で略式命令 を受 けた。1999年 の1月 と3月 には,二

つ の捜査 手続 におい て警 察 に適切 に教 示 された うえ,被 疑者 と して取調 べ を受 け

た。1件 は,武 器取締法の罪で,も う1件 は,女 友達 に対す る強盗の罪で。

次 の ような経緯 で 自白に至 った。即 ち,1999年10月 の初 めに被告 人は,オ ース

トリアか ら事件 の捜査 を担 当 している警察署 に電話 を し,B殺 人事件 について話す

ことがで きる と述べ た。彼 は,ド イッで公判中であった。武器取締法での公判の当

日,殺 人事件 で捜査 を担 当す る警察官 と被告人 との接触 は,時 機 を失 している と思

われたため うま くいかなかった。その事件 で実施 された公判 において被告人には弁

護人が つい ていた。1999年10月27日 に被告 人 は,身 柄 を拘 束 された。別の強盗

事件で,公 判に出頭 しなかったため,刑 訴法230条2項 によ り勾留状が出 されたた

めであった。勾留 の開始 に際 して弁護人の援助 があ り,勾 引調書の記録に よれば被

疑者 として十分 な教示 を受 けた。

1999年11月3日 か ら5日 まで被告人 は,病 的 な精神障害的症状 のため医療拘禁

施設 で治療 を受 けたが改善 したため刑事施 設 に移 された。1999年11月25日 に彼

は,牧 師 を通 して警察 に,改 めてB殺 人事件 につい て話 す意 向を伝 えた。強盗事

件の公判 の当 日の1999年12月9日 に,警 察官 は,事 前 に刑事施 設 に彼 を訪 ねた。

被告人 は,彼 自身 とLに よる殺 人につい て話 をした。彼 は,犯 罪 につ いて話 を し

たが,正 式 な調書 に署名 しようとは しなかった。 そのため,警 察官は,話 の内容 に

ついてメモを とった。質問 に際 して被告 人にな された教示 は,完 全 な ものではなか

った。それは,事 前 の弁護人依頼権 の教示 を含 んでいなか った。強盗事件 での引 き

続いての一 弁護人 のついた一 公判後 被告 人は,一 彼 が期待 した通 りに一

釈放 された。

翌 日の1999年12月10日(金 曜)に 取 調べ の結果 について,電 話 で説 明 を受 け

た上級検 察官 は,警 察官 の書 いたメモ を基 に共 犯者Lを 探 して,逮 捕す る ように

命 じた。彼 は,「 で きるだけ早 く」勾留 状が発付 される ように し,被 告人 をもっ と

詳 しく取 り調べ るべ きであ る と述べ た。1999年12月12日(日 曜日)に,そ の警察

官は,メ モを作成 したが,そ れは,被 告 人の最初 の供述 を評価 し,そ の後 の捜査結

果でそれを調整す るものであった。メモは,被 告人の供 述の内容 に関 して,表 現の

うえである程度控 えめで慎 重な ものであった。警察官 は,被 告人の供述が 「もっと

もな ように」思 えるとい う結論に至 った。 それは,手 元 にある別の情報や犯罪 と犯

人 につ いての警察官 の仮 説 と一致 す る ものであ った。 メモ は,1999年12月13日

(月曜)に 上級検察官 に提出 された。彼 は,Lと 被告人 に対 する捜査 の再 開を書面で

命 じた。

1999年12月13日 の 当 日に,電 話 での話 し合 いに よ り,再 び 自由の 身 となって

いた被告人 は,犯 行現場 での犯罪 の再現 に協力す ることになった。犯行現場へ向か

う車 内で…警察官 は,被 告人 に,署 名済 みのメモ に照 らして,そ の供述 によ り著 しく

一153-一



通信教育部論集 第12号(2009年8月)

不利になること,そ して 「供述を拒否」 しうることを告げた。さらに,「 あなたは,

既に繰 り返 し裁判所の前で 自白したか ら,確 実に被疑者 としての権利を知ってい

る」,と も述べた。被告人は,こ れを肯定 し,「供述を続けた」。犯行の再現の模様

をビデオに収録 した翌 日,1999年12月14日 に,検 察官は,被 告人 とLに 対する

勾留状の発付を申し立てた。その後 被告人は,今 度は,完 全で具体的な教示の後

に行われた被疑者取調べの正式 な調書に署名 した。彼は,も はや詳細 な供述 をせ

ず,こ れまで述べた通 りであると,大 ざっぱに述べた。さらに彼は,Lを だますこ

とに同意 した。このために彼は,1999年12月17日 に再び…警察を訪れ,そ こか ら

Lに 電話 をかけ,3度 話をした。彼は,つ いに逮捕 され,そ して特定の弁護士への

連絡を求めた。弁護士は,訪 れた。勾留裁判官の前で彼の弁護士は,被 告人に書類

の閲覧が保障されるまで被告人は,供 述 しないと述べた。

公判で被告人は,犯 罪の客観面は認めたが,今 度は,Lの 犯行計画を知 らなかっ

たし,自 分はBを 殺すつ もりで発砲 したのではなく,意 図的にBの 近 くをねらっ

たと述べた。

2.被 告人は,上 告において警察官に対する自白前及び犯行の再現への協力前に

手続 に則って教示 されなかったとして,刑 訴法136条1項2文,163条a第4項2

文違反をいうが認められない。教示には,弁 護人と事前に相談する権利が適切に伝

えられなかった鍛疵があ り,こ のことから証拠利用禁止が導かれるという。

上告において1999年12月9日 と13日 の警察の質問と犯行再現に際 してなされ

た教示が不十分で毅疵があると主張するのは正 しい。 しかし,被 告人は,弁 護人依

頼権を知っていたのであるから,上 記のことか ら利用禁止がもたらされるわけでは

ない。

a)連 邦通常裁判所は,つ とに黙秘権について警察官は,被 疑者がその権利を知

っているかどうかにかかわ りな く,刑 訴法136条1項2文 により教示する義務を負

うと述べた。法律上は教示義務の例外は定め られていない。それは,重 要である。

法律状態を信用 している者であるとしても,捜 査手続における尋問の特別な状況の

故に状況次第では,「 はっきりした考え」をもてるように刑訴法136条1項2文 に

よる教示を必要とする。尋問の開始時点で教示がなかったとしても供述義務のない

ことを知っていた者は,黙 秘権を知 らなかった者と同程度に保護の必要性があるわ

けではないのは確かである。なるほど彼は,刑 訴法136条1項2文,163条a第4

項2文 により教示されなければならない。しかし,こ の場合には利用禁止は,例 外

的に適用がない。比較考量により,こ のような場合には,事 案の解明と手続の遂行

への利益に優位が認められうる。事実審裁判官が必要な場合には自由な証明の方法

で被疑者が黙秘権 を尋問の開始時に知っていたと判断する場合には,被 疑者が教示

なしで警察に対 してなした供述の内容を判決の認定に際 して利用 してよい。これに

対 して事実審裁判官が事実に関する根拠に基づいて被告人が検察の尋問の際に黙秘

権を知っていたことについて重大な疑いを抱 き,そ して自由な証明手続によりこの

疑いを取 り除 くことのできない場合には,教 示義務の導入を以て立法者の行った基

本的決定に従って,被 疑者にはこの知識が欠けていたということから出発 しなけれ
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ばな らない。 その場合 には,証 拠利用禁止が適用 され る(BGHSt38,214,224/225)。

この原則 は,弁 護人依頼権 の教示 に対 して も準用 され る。当裁判所 は,被 疑者の

弁護人依頼権 に関す る教示義務が黙秘権 と同 じだけの重要性 をもつ とい う見解で あ

る(BGHNStZl997,609の 第2刑 事部では未決定である)。 被疑者 の両権利 は,密 接 に

関連 してお り,被 疑者 の防御権 の体系 の基礎 にその手続上 の地位 を確 保 して いる。

それ らは,被 疑 者に教示 する ことに よ りその訴 訟上 の可 能性 を明確 に している(刑

訴法136条1項2文,163条a第4項)。 正 に弁護i人との相談 は,黙 秘権 を利用 す るか

ど うか を被疑者 に助 言す るの に役立つ。 それ故 に,黙 秘 権 の教示 に妥 当す るこ と

は,弁 護人依頼権 の教示 に とって も重要である。

b)地 方裁判所 は,妥 当で納得で きる評価 に基づ き,以 前の別の被疑事件 での教

示 によ り被 告人は,適 宜 に弁護人依頼権 を知 っていた ということか ら出発す る。 こ

の点 については疑 いはなか った。当裁判所 は,手 続上 の非難 に基づ く事 後審査 の枠

内で この認定 を不 当 とす る根拠 を見いだ さない。別 の結論 には至 らない。

被告 人 は,自 白前 に被疑者 と して幾 度 も教示 を受 けた。具体 的 な手続 におい て

は,既 に1994年 に。1995年 には,交 通犯罪 につ いて有罪 となった。1999年 の最初

の4半 期 には,二 つの異 なる一 強盗 と武器取締 法違 反での一 手続で教示 がな さ

れた。 ここで問題 となっている質問 のほんの少 し前に彼 は別 の事件での公判 におい

てお よびその後 も勾留裁判官 か ら完全 な教示 を受け,加 えて弁 明 した。 この ような

経過 に照 らして1999年12月9日 と13日 に自白をす るに際 してそ の権利 は,被 告

人に知 られていた こ とは明 らかであ る。彼 が12月9日 の最初 の質 問後 に 出頭

確保 のために一時的 に身柄 を拘 束 されていた うえ(刑 訴法230条2項)直 接 弁護

人 と共 に公判 に臨 んだ とい う事情 もある。加 えて,彼 は,1999年12月17日 に逮

捕 され ると直 ぐに特定 の弁護士へ の連絡 を求 めた。 このよ うな全事情 に照 ら して,

自白す るか どうか を検討す るにあたって,必 要 だ と思 えば事前 に弁護人 と相談す る

ことがで きるこ とを彼が知 らなかった とい うこ とは,当 裁判所 は,あ り得 ない と考

え る。

これに加 えて,被 告人 は,手 続の対象 となった犯罪で逮捕 された場合 にその出来

事 に よって落胆 し,不 安 にな り,ま た正 にそれ故 に時期 を得 た教示 を必要 とす る

(参照せよ。BGHSt38,214,222。BGHSt42,15,17ffも 参照。)被 疑者 に典型 的な状況 にい

なか った とい うこ とが ある。逆 に,被 告人は,自 由の身で,自 ら外 国か ら捜査 を担

当す る警察官 と接触 しようと し,そ して事件 につい ての供述 を した。 その後,彼

は,刑 務所 の牧師を通 して改めて話 したい と希望 した。彼 は 父親の運転す る車

で 自発的に犯行現場 の検証 と犯行の再現 のために現 れた。 完全 な被疑者教

示 の後 に1999年12月15日 に行われた尋 問に関連 して彼 は,「 自由 を失 う」 は

め にな りかねない難 しい状態 にい ることを知っている と述べた。 これ ら全 ては,外

部 的な,状 況 による圧力 の影響 を受 けていない,被 告 人の熟慮の うえでの行動 であ

るこ とを示 してい る。

こ うした状況 に照 らして地方裁判所 は,被 告人が被疑者 の権利 を完全 に知 ってお

り,利 用禁止 は認め られない とい うこ とか ら出発 した。 当裁判所 も手続非難 に基づ
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き,自 由な証明で なされた よりも広範 に調べ る理由 を見 いだ さない。

c)当 該場合 において被告 人の弁護人依頼権が無 に帰せ しめ られた とい う観点か

らの利用 禁止 は生 じない(参 照せよ。BGHSt38,372頁 以下,42,15,17頁 以下。)。捜査

官 は,被 告人 に弁護人 と連絡 をとるこ とを禁 じなか った。捜査官 は,被 告人のその

旨の希望 を無 に しなかった。それ どころか被告人 は,こ の ようなこ とを述べ なか っ

た。公判 にお ける被告人の反対 の主張 について地方裁判所 は,妥 当な評価 に基づ き

否定 される と考 えた。

d)当 裁判所 は,と りわけ被告 人が1994年 に この手続 にお いて被疑者 と して十

分な教示後 に尋 問されてお り,そ して教示規定 の文言が 「最初 の尋 問の開始」 に際

して の教示 を定 めて いる こ とを理 由 に(刑 訴法136条1項2文,163条a第4項),利

用禁止が最初 か ら問題 とな らないか どうかにつ いては決定 し得 ない。裁判所 の後見

的理由 と,被 疑者 にその権利 を適宜 に認識 させ る という教示の 目的か らして,そ う

こうする うちに長期 間が経過 したために被疑者へ の教示が遅 くなった として も差 し

支 えない とす るのは適切で ない。
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